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１ 社会保障審議会介護保険部会における「介護保険制度の見直しに関する
意見」のとりまとめ  

介護保険制度は創設から 25 年が経過し、制度は高齢者の介護を社会全体で支え
る仕組みとして定着してきました。2025 年には団塊の世代が 75 歳以上となり、
2040年には、介護と医療の複合ニーズを抱える 85歳以上人口や認知症高齢者の増
加が見込まれる中、地域包括ケアシステムの深化が求められています。 

介護人材の確保も大きな課題であり、2040年までに約 57万人の新たな職員が必
要とされる一方、近年は介護職員数が減少傾向にあります。また、介護費用は増加
傾向にあり、制度の持続可能性と公平な負担のあり方が課題となっています。 

 

こうした背景のもと、国の社会保障審議会介護保険部会では、以下の４つのテー
マに分けて整理し、令和 7年 12月 25日付で「介護保険制度の見直しに関する意見」
が取りまとめられました。 

 

 

Ⅰ 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 

Ⅱ 地域包括ケアシステムの進化 

Ⅲ 介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援 

Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保 

   ・2040年を見据えた介護保険事業（支援）計画の在り方 

   ・給付と負担 他   
 

 

本日は、この意見書の内容及び来年度から策定する次期「介護保険事業計画」に
関連する部分の内容について、当審議会において情報共有を行うものです。 

 

なお、「介護保険制度の見直しに関する意見」の概要は、４ページ以降に掲載し
ています。 
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２ 「2040 年を見据えた介護保険事業計画の在り方」への意見内容  
社会保障審議会介護保険部会において、「介護保険事業計画」に関連する内容と

して、主に次のような意見が取りまとめられてます。 
 
（１）基本的な視点 

・ 今後、地域のサービス需要が変化していく中で、３年を１期とする計画とと
もに、2040 年の中長期的な介護サービス見込量を見据えて策定していくこと
が更に重要となる。 

・ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護等の地域密着型サービスは、在宅生活を支える重要な機能
を持つ一方、未整備の市町村も多く存在することから、市町村内での整備促
進に加え、隣接自治体間の連携による活用推進の視点も必要となる。 

・ 生産年齢人口が全国的に減少していく中、人材確保、生産性向上についても
計画の中で考えていくことの必要性が一層高まる。 

 
（２）中長期推計の制度的位置づけ 

・ 市町村が定めている中長期的な推計について、介護保険事業計画の記載事項
として位置づけを明確化することが適当である。また、都道府県において、
情報提供や協議の場の設置等により、市町村を支援や調整を行っていくこと
が適当である。 
 

（３）地域課題への対応と記載事項の明確化 
中長期的な推計に基づき、都道府県と市町村が共通の課題認識を持ち、2040 年

に向けたサービス提供の在り方について議論を深める必要がある。 
特に、中山間・人口減少地域への対応、医療・介護連携、人材確保・生産性向

上など、地域ごとの課題に即した対応が求められる。 
このため、介護保険事業計画に以下の内容について記載することが適当である。 
・ 2040 年を見据えた中長期的な介護サービス見込量の推計 
・ 特例介護サービスの新たな類型や事業の導入と対象地域 
・ 人材確保・生産性向上に向けた地域目標とその達成方策 など 
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３ 今後のスケジュール  
今後、国においては、この意見書の内容を十分に踏まえて見直しの内容の具体化

を図るほか、令和９年度介護報酬改定で対応すべき事項については、介護給付費分
科会で議論に付すなど、制度見直しのために必要な対応を進められます。 

それらを踏まえた上で、必要な事項を反映させながら、「第十一次山口市高齢者
保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」を策定することとなります。 

 



○
2
0
4
0
年
に
は
、
介
護
と
医
療
の
複
合
ニ
ー
ズ
を
抱
え
る
8
5
歳
以
上
人
口
、
認
知
症
高
齢
者
、
独
居
の
高
齢
者
等
の
増
加
と
同
時
に
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
中
、

地
域
の
規
模
に
よ
っ
て
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
ス
ピ
ー
ド
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

○
こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
変
化
の
中
に
あ
っ
て
も
、
高
齢
者
の
自
己
決
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
、
希
望
す
る
場
所
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
社
会
を
実
現

す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
や
、
こ
れ
ら
を
通
じ
た
地
域
共
生
社
会
の
更
な
る
実
現
・
深
化
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

○
福
祉
サ
ー
ビ
ス
間
の
連
携
に
加
え
、
介
護
や
福
祉
以
外
の
地
域
資
源
（
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
や
高
齢
者
の
移
動
支
援
等
の
取
組
）
と
の
効
果
的
な
連
携
が
重
要
。

１
．
地
域
の
類
型
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
・
支
援
体
制

○
地
域
の
類
型
の
考
え
方

・
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
該
当
す
る
地
域
類
型
を
意
識
し
な
が
ら
、

都
道
府
県
・
市
町
村
等
の
関
係
者
間
で
議
論
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

○
中
山
間
・
人
口
減
少
地
域
（
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
減
少
す
る
地
域
）

・
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
維
持
・
確
保
を
前
提
と
し
て
、
利
用
者
へ
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
新
た
な
柔
軟
化
の
た
め
の
枠
組
み
を
設
け
る

・
特
別
地
域
加
算
の
対
象
地
域
を
基
本
と
し
つ
つ
、
高
齢
者
人
口
の
減
少
に
着
目
し

た
地
域
の
範
囲
に
つ
い
て
国
に
お
い
て
一
定
の
基
準
を
示
す
（
市
町
村
内
の
一
部
エ

リ
ア
を
特
定
す
る
こ
と
も
可
能
）
★

・
対
象
地
域
は
、
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
市
町
村
の
意
向
を
確
認
し
、
都
道

府
県
が
決
定
す
る

○
大
都
市
部
（
2
0
4
0
年
に
か
け
て
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
増
加
し
続
け
る
地
域
）

○
一
般
市
等
（
2
0
4
0
年
ま
で
の
間
に
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
増
加
か
ら
減
少
に
転
じ
る
地
域
）

・
高
齢
者
人
口
の
増
減
・
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
変
化
の
見
通
し
に
基
づ
き
、
現
行
制
度

の
枠
組
み
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
維
持
・
確
保
が
求
め
ら
れ
る

２
．
中
山
間
・
人
口
減
少
地
域
に
お
け
る
柔
軟
な
対
応
等

○
特
例
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
枠
組
み
の
拡
張

・
中
山
間
・
人
口
減
少
地
域
に
お
い
て
、
職
員
の
賃
金
の
改
善
に
向
け
た
取
組
、

IC
T
機
器
の
活
用
や
、
サ
ー
ビ
ス
・
事
業
所
間
の
連
携
等
を
前
提
に
、
職
員
の
負

担
へ
の
配
慮
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
観
点
も
踏
ま
え
、
管
理
者
や
専
門
職
の

常
勤
・
専
従
要
件
、
夜
勤
要
件
の
緩
和
等
を
行
う
た
め
、
特
例
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

新
た
な
類
型
を
設
け
る
（
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
も
対
象
）
★

○
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
包
括
的
な
評
価
の
仕
組
み

・
特
例
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
新
た
な
類
型
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
例
え
ば
訪
問
介
護
に

つ
い
て
、
現
行
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
回
数
に
応
じ
た
出
来
高
報
酬
と
別
途
、
包
括
的

な
評
価
（
月
単
位
の
定
額
払
い
）
を
選
択
可
能
と
す
る

★

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
事
業
と
し
て
実
施
す
る
仕
組
み

・
中
山
間
・
人
口
減
少
地
域
に
お
け
る
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
維
持
・
確
保
の
選

択
肢
の
一
つ
と
し
て
、
給
付
の
仕
組
み
に
代
え
て
、
市
町
村
が
関
与
す
る
事
業

（
地
域
支
援
事
業
の
一
類
型
）
に
よ
り
、
給
付
と
同
様
に
介
護
保
険
財
源
を
活
用
し
、

事
業
者
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
を
設
け
る

○
介
護
事
業
者
の
連
携
強
化

・
地
域
の
法
人
・
事
業
所
が
一
定
期
間
に
わ
た
り
事
業
継
続
す
る
役
割
を
担
い
、
複

数
事
業
所
間
の
連
携
を
促
進
し
、
業
務
効
率
化
等
の
取
組
を
推
進
す
る
仕
組
み
を

設
け
、
必
要
な
支
援
を
行
う

★

○
既
存
施
設
の
有
効
活
用

・
国
庫
補
助
に
よ
り
取
得
・
改
修
等
を
し
た
介
護
施
設
等
を
別
の
用
途
に
供
す
る
際
、

一
定
の
範
囲
内
で
国
庫
納
付
を
求
め
な
い
特
例
を
拡
充
す
る

○
調
整
交
付
金
の
在
り
方

・
よ
り
精
緻
な
調
整
を
行
う
観
点
か
ら
、
年
齢
区
分
を
３
区
分
か
ら
７
区
分
に
変
更
す
る

３
．
大
都
市
部
・
一
般
市
等
に
お
け
る
対
応

○
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
と
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
統
合

・
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
廃
止
し
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
と

統
合
す
る

※
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た

多
様
な
住
ま
い
の
充
実
（
Ⅱ
３
）
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
支
援
（
Ⅲ
２
）
等
の
取
組
を

併
せ
て
推
進
す
る

Ⅰ
人
口
減
少
・
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
変
化
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
（
概
要
）

（
令
和
７
年
1
2
月
2
5
日

社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
）

★
：
今
後
、
詳
細
の
要
件
や
報
酬
設
定
等
に
つ
い
て
介
護
給
付
費
分
科
会
等
で
議
論
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
項
目

1
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１
．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
に
向
け
て

・
2
0
4
0
年
に
向
け
て
、
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立
し
て
日
常
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
関
係
者
が
地
域
の
状
況
に

合
わ
せ
て
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

２
．
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

○
医
療
と
介
護
の
協
議
の
場
等

・
総
合
確
保
方
針
に
基
づ
く
協
議
の
場
を
再
編
成
す
る
と
と
も
に
、
2
0
4
0
年
に
向

け
た
介
護
の
提
供
体
制
等
に
つ
い
て
本
格
的
に
議
論
す
る
体
制
を
構
築
す
る

３
．
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
運
営
の
透
明
性
確
保
、
高
齢
者
へ
の
住
ま
い
支
援

○
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
安
全
性
及
び
質
の
確
保

・
中
重
度
の
要
介
護
者
等
を
入
居
対
象
と
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
登
録
制

と
い
っ
た
事
前
規
制
を
導
入
す
る

・
あ
わ
せ
て
、
更
新
制
や
一
定
の
場
合
に
更
新
を
拒
否
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る

・
事
業
廃
止
や
停
止
等
の
場
合
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
を
義
務
付
け
る

○
入
居
者
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
選
択

・
契
約
書
や
重
要
事
項
説
明
書
の
契
約
前
の
書
面
説
明
・
交
付
を
義
務
付
け
る

○
入
居
者
紹
介
事
業
の
透
明
性
や
質
の
確
保

・
公
益
社
団
法
人
等
が
優
良
事
業
者
を
認
定
す
る
仕
組
み
を
創
設
す
る

○
い
わ
ゆ
る
「
囲
い
込
み
」
対
策
の
在
り
方
等

・
介
護
事
業
所
と
提
携
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
ケ
ア
マ
ネ
事
業
所
や
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
独
立
性
を
担
保
す
る
体
制
を
確
保
す
る

・
住
ま
い
事
業
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
の
会
計
を
分
離
独
立
さ
せ
る

○
住
ま
い
と
生
活
の
一
体
的
支
援

・
改
正
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
も
踏
ま
え
、
居
住
施
策
と
の
連
携
を
促
進
す
る

４
．
介
護
予
防
の
推
進
、
総
合
事
業
の
在
り
方

○
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

・
都
道
府
県
の
伴
走
支
援
や
多
様
な
主
体
と
の
つ
な
が
り
づ
く
り
等
の
更
な
る
支
援
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
総
合
事
業
の
実
施
状
況
等
を
把
握
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

○
介
護
予
防
を
主
軸
と
し
た
多
機
能
の
支
援
拠
点

・
高
齢
者
の
介
護
予
防
を
主
軸
と
し
、
障
害
、
子
育
て
、
生
活
困
窮
等
の
地
域
の
抱

え
る
課
題
の
支
援
を
一
体
的
に
実
施
す
る
多
機
能
の
拠
点
を
整
備
す
る

５
．
相
談
支
援
等
の
在
り
方

○
頼
れ
る
身
寄
り
が
い
な
い
高
齢
者
等
へ
の
支
援

・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
法
定
外
業
務
（
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ド
ウ
ワ
ー
ク
）
と
し
て
実
施
せ
ざ
る

を
得
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
、
頼
れ
る
身
寄
り
が
い
な
い
高
齢
者
等
の
抱
え
る
生
活
課
題

に
つ
い
て
、
地
域
課
題
と
し
て
議
論
で
き
る
よ
う
地
域
ケ
ア
会
議
の
活
用
を
推
進
す
る

・
包
括
的
支
援
事
業
（
総
合
相
談
支
援
事
業
等
）
に
お
い
て
頼
れ
る
身
寄
り
が
い
な
い

高
齢
者
等
へ
の
相
談
対
応
等
を
行
う
こ
と
を
明
確
化
す
る

○
介
護
予
防
支
援
・
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
在
り
方

・
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
直
接
実
施
を
可
能
と
す
る

○
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
格
取
得
要
件
、
更
新
制
・
法
定
研
修
の
見
直
し
等

・
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
受
験
要
件
で
あ
る
国
家
資
格
を
追
加
す

る
と
と
も
に
、
実
務
経
験
年
数
を
５
年
か
ら
３
年
に
見
直
す

・
介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
の
更
新
の
仕
組
み
を
廃
止
し
、
引
き
続
き
定
期

的
な
研
修
の
受
講
を
行
う
こ
と
を
求
め
、
事
業
者
へ
の
必
要
な
配
慮
を
求
め
る

○
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
相
談
支
援

・
登
録
制
と
い
っ
た
事
前
規
制
の
対
象
と
な
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
に
係
る
ケ
ア
プ

ラ
ン
作
成
と
生
活
相
談
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
新
た
な
相
談
支
援
の
類
型
を
創
設
す
る
★

６
．
認
知
症
施
策
の
推
進
等

・
自
治
体
の
認
知
症
施
策
推
進
計
画
の
策
定
を
通
じ
て
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る

Ⅱ
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化

１
．
総
合
的
な
介
護
人
材
確
保
対
策

○
人
材
確
保
の
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

・
都
道
府
県
単
位
で
人
材
確
保
の
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
す
る

２
．
介
護
現
場
の
職
場
環
境
改
善
に
向
け
た
生
産
性
向
上
、
経
営
改
善
支
援
、
協
働
化
等
の
推
進

○
生
産
性
向
上
等
に
よ
る
職
場
環
境
改
善
、
経
営
改
善
支
援
等

・
国
及
び
都
道
府
県
の
責
務
と
し
て
位
置
付
け
る

・
人
材
確
保
の
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
中
で
、
生
産
性
向
上
に
よ
る
職
場
環

境
改
善
、
経
営
改
善
支
援
等
に
向
け
た
関
係
者
と
の
連
携
の
枠
組
み
を
構
築
す
る

・
人
材
確
保
や
生
産
性
向
上
に
よ
る
職
場
環
境
改
善
、
経
営
改
善
支
援
等
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
計
画
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
確
化
す
る

・
国
・
都
道
府
県
に
お
い
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
更
な
る
活
用
を
支
援
す
る

○
事
業
者
間
の
連
携
、
協
働
化
等

・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務
等
の
間
接
業
務
の
効
率
化
等
を
進
め
る

○
科
学
的
介
護
の
推
進

・
国
に
科
学
的
介
護
を
推
進
し
て
い
く
役
割
が
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る

Ⅲ
介
護
人
材
確
保
と
職
場
環
境
改
善
に
向
け
た
生
産
性
向
上
、
経
営
改
善
支
援
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１
．
2
0
4
0
年
を
見
据
え
た
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
在
り
方

○
中
長
期
的
な
推
計
、
2
0
4
0
年
に
向
け
た
地
域
課
題
へ
の
対
応

・
2
0
4
0
年
に
向
け
た
中
長
期
的
な
推
計
を
計
画
の
記
載
事
項
に
追
加
す
る

・
地
域
に
お
け
る
2
0
4
0
年
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
都
道

府
県
・
市
町
村
及
び
関
係
者
間
で
議
論
を
行
う

２
．
給
付
と
負
担

○
１
号
保
険
料
負
担
の
在
り
方

・
被
保
険
者
の
負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
設
定
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

○
「
一
定
以
上
所
得
」
、
「
現
役
並
み
所
得
」
の
判
断
基
準

・
能
力
に
応
じ
た
負
担
と
、
現
役
世
代
を
含
め
た
保
険
料
負
担
の
上
昇
を
抑
え
る
観
点

か
ら
、
「
一
定
以
上
所
得
」
の
判
断
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
長
期
間
利
用
さ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
つ
つ
、
高
齢
者
の
方
々
が
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
高
齢
者
の
生

活
実
態
や
生
活
へ
の
影
響
等
に
加
え
て
、
令
和
８
年
度
に
見
込
ま
れ
る
医
療
保
険
制

度
に
お
け
る
給
付
と
負
担
の
見
直
し
、
現
在
補
足
給
付
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
預

貯
金
等
の
把
握
に
係
る
事
務
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
本
部
会
で
継
続
検
討
し
、
第
1
0

期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
の
開
始
（
令
和
９
年
度
～
）
の
前
ま
で
に
、
結
論
を
得
る

・
「
現
役
並
み
所
得
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
制
度
と
の
整
合
性
や

利
用
者
へ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

○
補
足
給
付
に
関
す
る
給
付
の
在
り
方

・
第
３
段
階
②
の
負
担
限
度
額
の
上
乗
せ
を
行
う
（
令
和
８
年
度
～
）

・
第
３
段
階
①
と
②
を
そ
れ
ぞ
れ
２
つ
（
ア
・
イ
）
に
区
分
し
、
第
３
段
階
①
イ
・

②
イ
の
負
担
限
度
額
の
上
乗
せ
を
行
う
（
令
和
９
年
度
～
）

○
多
床
室
の
室
料
負
担

・
在
宅
と
の
負
担
の
公
平
性
、
各
施
設
の
機
能
や
利
用
実
態
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
介

護
給
付
費
分
科
会
に
お
い
て
検
討
を
行
う

★

○
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
給
付
の
在
り
方

・
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
に
関
し
て
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
を
含
め
て
利

用
者
負
担
の
対
象
と
し
て
い
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
等
と
の
均
衡
の
観
点

か
ら
、
登
録
制
と
い
っ
た
事
前
規
制
の
対
象
と
な
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者

に
係
る
新
た
な
相
談
支
援
の
類
型
（
Ⅱ
５
）
に
対
し
て
利
用
者
負
担
を
求
め
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
丁
寧
に
検
討
を
行
う

○
軽
度
者
へ
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
給
付
の
在
り
方

・
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
の
整
備
の
進
捗
状
況
、
従
前
相
当
サ
ー
ビ
ス
等
に
お
け
る
専

門
職
の
役
割
、
専
門
職
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
と
地
域
の
支
え
合
い
の
仕
組
み
の
連
携
の
実

施
状
況
な
ど
、
検
討
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
多
角
的
に
収
集
・
分
析
し
つ
つ
、
市
町
村
の

意
向
や
利
用
者
へ
の
影
響
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
引
き
続
き
、
包
括
的
に
検
討
を
行
う

○
被
保
険
者
範
囲
・
受
給
者
範
囲

・
介
護
保
険
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
も
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

○
金
融
所
得
、
金
融
資
産
の
反
映
の
在
り
方

・
金
融
所
得
の
保
険
料
や
窓
口
負
担
等
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
で
の
対
応
状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
将
来
的
な
導
入
に
つ
い
て
、
制
度
面
・
運

用
面
等
の
総
合
的
な
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

・
金
融
資
産
の
反
映
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
預
貯
金
等
へ
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
付
番
を
推
進
し
、
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
預
貯
金
等
の
確
認
で
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

○
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
在
り
方

・
制
度
の
運
用
状
況
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う

３
．
そ
の
他
の
課
題

○
介
護
被
保
険
者
証
の
事
務
・
運
用

・
6
5
歳
到
達
時
の
交
付
か
ら
要
介
護
認
定
申
請
時
等
の
交
付
に
変
更
す
る

・
電
子
資
格
確
認
を
導
入
す
る

・
資
格
喪
失
時
等
の
返
還
義
務
を
一
部
免
除
す
る

・
6
5
歳
到
達
時
等
の
機
会
を
捉
え
て
、
介
護
保
険
に
つ
い
て
の
広
報
啓
発
を
行
う

○
高
齢
者
虐
待
防
止
の
推
進

・
高
齢
者
住
ま
い
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
防
止
の
取
組
を
推
進
す
る

○
介
護
現
場
の
安
全
性
の
確
保
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進

・
全
国
レ
ベ
ル
で
の
情
報
収
集
・
分
析
を
行
い
、
事
故
発
生
の
防
止
に
有
用
な
情
報

を
介
護
現
場
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る

○
要
介
護
認
定

・
申
請
代
行
が
可
能
な
者
を
拡
大
す
る

・
主
治
医
意
見
書
の
事
前
入
手
が
可
能
で
あ
る
旨
を
明
確
化
す
る

○
特
定
福
祉
用
具
販
売

・
貸
与
と
販
売
の
選
択
制
の
導
入
に
伴
い
利
用
者
へ
の
継
続
的
な
関
与
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
制
度
上
の
所
要
の
整
備
を
行
う

○
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
業
務

・
介
護
報
酬
に
関
連
す
る
補
助
金
の
支
払
事
務
に
つ
い
て
、
委
託
を
受
け
て
行
う
こ

と
を
可
能
と
す
る

Ⅳ
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
介
護
基
盤
の
整
備
、
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保
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